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８月分の源泉所得税等の納付
雇用保険被保険者資格取得届の
提出（８月雇入分）

外国人雇用状況届出書（８月分）
健康保険・厚生年金保険の保険
料納付（８月分）

納税協会ホームページ　https://www.nouzeikyokai.or.jp

※このカレンダーには、決算日等に関係なく全ての会社に共通する期日のみ記載しています。

9 総務・経理のお仕事カレンダー

月の　　 と税務 労務

（公認会計士・税理士　井村奨 ／ 特定社会保険労務士　井村佐都美）

Column

　９月20日は敬老の日です。税務・労務ともに一定年齢を境
に取扱いが変わるものがありますので、いくつか紹介します。

［税務上の取扱い］
　従業員等の年末調整をする際に、12月31日時点で被扶養者
が70歳以上であれば、配偶者控除額・扶養控除額が増加しま
す。また、労務上の取扱いに記載のとおり、65歳・70歳・
75歳を境に社会保険料控除額が変動します。なお、給与天引
き以外の保険料は、従業員等が保険料控除申告書に記載してく
る場合があります。

［労務上の取扱い］
　65歳から、介護保険料が給与天引きから原則年金天引きと
なります。また、70歳に到達すると厚生年金保険が資格喪失
となり、保険料の納付そのものがなくなります。さらに、原則
75歳から健康保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療
制度の被保険者となるため、給与天引きから年金天引き又は直
接納付に変わります。

高齢者と税・社会保険料

●８月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
➡９月10日（金）まで

●令和３年７月決算法人の確定申告と納付（法人税・消費税など）
　★届出により申告期限の延長と見込納付制度あり（消費税は法人税の延長
とセットで）。

➡決算応当日（月末決算では９月30日（木））まで
●令和４年１月決算法人の中間申告と納付（法人税・消費税など）

➡決算応当日（月末決算では９月30日（木））まで
●３か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額
（国税）が400万円超の法人）のうち10月・１月・４月決算法
人の中間申告と納付

➡決算応当日（月末決算では９月30日（木））まで
●１か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額
（国税）の年税額が4,800万円超の法人）のうち６月・７月決算
法人を除く法人の中間申告と納付

➡決算応当日（月末決算では９月30日（木））まで

●雇用保険被保険者資格取得届の提出（８月雇入分）
➡９月10日（金）まで

税務

労務

●外国人雇用状況届出書の提出（雇用保険の被保険者ではない外国
人の８月雇入・離職分）

➡９月30日（木）まで
●健康保険・厚生年金保険の保険料納付（８月分）

➡９月30日（木）まで

●申告、納付期限等の日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たるときは、
その翌日が納付期限等の日となります。
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税理士　金井恵美子

令和５年10月
から始まる！ インボイス制度のポイント

偽インボイスを交付した場合の罰則
　令和５年10月１日に、インボイス制度がスタートします。
　インボイス制度は、売手による消費税の納税がインボイスによって証明された場合に、買手における仕入税額控除を認める
厳格な制度です。
　したがって、偽インボイスの交付は厳しく禁止されており、罰則が設けられています。

　インボイスを交付することができるのは、登録事業者だけです。
　登録事業者でない者が、登録事業者が作成したインボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することは
禁止されています。
　また、登録事業者については、偽りの記載をしたインボイスを交付することが禁止されています。

禁止行為と罰則1

区　分 禁　止　行　為

登録事業者以外
登録事業者が作成したインボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類の交付又はデータ
の提供

登録事業者 偽りの記載をしたインボイスの交付又はデータの提供

　これら禁止行為を行った者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとされています。

　インボイスを交付した登録事業者は、インボイスの記載事項に誤りがあった場合には、その交付先に対して、修正したイン
ボイスを交付しなければなりません。
　また、買手においては、交付を受けたインボイスの記載に誤りがあるときは、仕入税額控除を適用することができません。
仕入税額控除を行うために、売手である登録事業者に対して修正したインボイスの交付を求め、その交付を受ける必要があり
ます。自ら追記や修正を行うことはできません。

インボイスの記載事項に誤りがあった場合2

インボイスの記載事項に誤りがあった場合

交付した登録事業者

修正して再交付する義務がある

交付を受けた事業者

再交付を受けて保存する必要がある

　登録事業者がインボイスの記載事項を誤った場合に、「偽りの記載」をしたインボイス、つまり偽インボイスを交付したもの
として罰則の対象になるのではないかと心配する向きもあるようです。
　しかし、記載事項を単に誤っただけでは、「偽りの記載」には当たりません。
　交付したインボイスの記載事項に誤りを発見した場合は、速やかに買手に連絡し、修正した適正なインボイスを交付しましょう。

「誤った記載」と「偽りの記載」3

　取引の相手方（売手）が登録事業者（適格請求書発行事業者）であるかどうかは、国税庁ホームページで確認することができます。

買手における確認方法4

国税庁ホームページに公表される事項

法　人 ❶適格請求書発行事業者の名称　❷登録番号　❸登録年月日　❹本店又は主たる事務所の所在地

個人事業者
❶適格請求書発行事業者の氏名　❷登録番号　❸登録年月日

［個人事業者から申出があった場合には次の事項も追加］
❹主たる事務所の所在地　❺主たる屋号


